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地方独立行政法人静岡県立病院機構の評価に係る基本方針 
 

 地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会（以下「評価委員会」という｡）

が、地方独立行政法人静岡県立病院機構（以下「機構」という｡）の業務の実績に

ついて評価を行うにあたっては、以下の方針に基づくものとする。 

 

１ 目的 

評価委員会が行う評価は、機構の業務運営の改善を促し、もって、機構の業務

の質の向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資すること等を目的とする。 

 

２ 基本的な考え方 

評価委員会が行う評価の基本的な考え方は、以下のとおりとする。 

（１）医療水準の向上や県民の健康の確保など県民への寄与 

高度又は特殊な医療の提供、地域医療の支援等を行うことにより、県内医

療水準の向上や県民の健康の確保及び増進に寄与すること。 

（２）業務運営の効果的かつ効率的な実施 

機構の行う業務（医療の提供等）が、効果的かつ効率的に実施されている

こと。 

（３）公共性及び透明性の確保と自主性の発揮 

地方独立行政法人制度における基本理念としての「公共性」（確実に実施

されることが必要な医療を提供すること。）や「透明性」（業務内容の公表を

通じ、組織及び運営の状況を明らかにすること。）が確保されていること。 

また、業務運営における「自主性」が十分発揮されていること。 

（４）中期目標により指示した方針に沿った業務運営 

県が指示した「方針書」である中期目標に沿って、業務が実施されている

こと。 

 

３ 評価方法 

評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、各事業年度に係る業務の実績に

関する評価（以下「年度評価」という｡）及び中期目標に係る業務の実績に関す

る評価（以下「中期目標期間評価」という｡）を行う。 

 （１）年度評価 

   ア 年度評価は、機構から提出された各事業年度に係る業務の実績に関する

報告書を基に、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析
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をし、業務の実績の全体について総合的な評定をして行うものとする。 

イ 次年度の計画に反映させるため、年度途中で暫定評価を行う。 

ウ 評価の詳細については、別途定めるものとする。  

 

 （２）中期目標期間評価 

   ア 中期目標期間評価は、機構から提出された当該中期目標に係る事業報告

書を基に、当該中期目標期間における中期目標の達成状況を調査及び分析

することにより、中期目標期間中の業務実績全体について総合的な評定を

して行うものとする。 

イ 次期中期目標に反映させるため、期間途中で暫定評価を行う。 

ウ 評価の詳細については別途定めるものとする。 

 

４ その他 

 評価委員会は、評価を行うにあたり、評価の正確性や信頼性を確保するために、

客観的かつ中立公正に行うように努める。 


